
 

                      

 議会基本条例に基づく議会改革 一覧表 (平成25年度)        平成２６年４月 

№ 該当条文 項    目 進 捗 状 況 又 は 実 績 

１ 第７条 議会報告会 

 

議会概要報告会 

・地域自治会連合会と共催し、15地域で５月と11月の２回実施。報告会で出された意見等

への回答をまとめ、ＨＰへ掲載。概要は、議会だよりに掲載。 

・議会概要報告会を市自治会連合会理事会で毎定例議会後に実施 

２ 第７条 議案に対する賛否の公表 ・会議録、議会ホームページ及び議会だよりに掲載。（平成23年３月議会から） 

３ 第７条 インターネット中継 ・一般質問をライブ及び録画中継。（平成23年６月議会から）現在、本会議に拡大。 

４ 第９条 議会懇談会 ・市民団体、市民から申込みによる懇談会（申し込みなし） 

・議会が実施する懇談会は未実施 

５ 第10条 質問席の設置 ・質問席を設け、一般質問において執行部と対面で実施（平成23年６月議会から） 

６ 第12条 決算資料 ・決算の成果報告書の記述をより詳細にするよう求める。（平成24年度決算から） 

（委託先の業者名、事業箇所、内訳、歳入、財政分析など） 

７ 第12条 予算参考資料 ・予算参考資料は事業別の説明書とし、財源等の記載を求める。（平成24年度予算から） 

８ ― 予算委員会の設置 ・一般会計予算は、議長を除く全議員を構成員とする予算常任委員会を設置（平成24年6

月議会から） 

９ 第14条 議員間討議 ・委員会で７回実施。修正案等を提出 

10 第15条 政策討論会 ・未実施 

11 第19条 議会改革推進協議会 ・議会改革を継続的に取り組む組織として、平成25年度中に16回開催 

・政治倫理条例、会議録検索システム、議員研修会、議会報告会の準備･まとめを協議 

12 第20条 議会モニター ・議会モニターの意見等に回答。２月に議会モニターと議員との意見交換会を実施。 

13 第21条 議員研修会 ・慶大教授を講師に中小企業振興基本条例について研修。商工関係団体も一緒に。 

 

視察受け入れ ・議会改革、議会基本条例に関して他議会の視察受け入れ、14市議会140名 

★ 議場コンサート ・市議会議場で防府音楽祭･オープニング街角コンサートを開催。弦楽五重奏。（平成26年１月） 

注) ★印は、平成25年度に新たに実施したもの。 


